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(57)【要約】
　【課題】センター役物に設けたステージ上に配置した
回転部材を回転動作させることにより遊技球の放出経路
を変化させる際に、遊技球の排出位置を予測困難性化す
ることにより、遊技進行上特徴的な演出効果を発揮させ
る。
　【解決手段】ステージ３０下方の遊技盤面上に配置さ
れた始動入賞口６ａと、を備えた遊技機における盤面部
品であって、ステージは、センター役物３内に進入して
きた遊技球を受ける奥ステージ３１と、該奥ステージの
前方下方に配置された手前ステージ３２と、を備え、奥
ステージと手前ステージとの中間位置に、前後方向へ回
転自在に軸支された中空回転部材４０を配置し、該中空
回転部材の外壁に遊技球の導入、及び排出用の入出球穴
４３を複数形成した。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤面の略中央に配置された画像表示装置と、前記画像表示装置の外周に沿って配置
され、遊技球が転動可能なステージを下部に有するセンター役物と、該ステージ下方の遊
技盤面上に配置され入賞を条件に前記画像表示装置による変動表示を開始させる契機とな
る始動入賞口と、を備えた遊技機において、
　前記ステージは、前記センター役物内に進入してきた遊技球を受ける奥ステージと、該
奥ステージの前方下方に配置された手前ステージと、を備え、
　前記奥ステージと前記手前ステージとの中間位置には、前記ステージの左右方向へ延び
る回転軸を中心として一方向、又は正逆両方向へ回転自在に支持された中空回転部材が配
置され、該中空回転部材の外壁には遊技球の導入、及び排出用の入出球穴が複数形成され
、
　前記入出球穴の少なくとも一つは、該入出球穴から排出した遊技球が前記始動入賞口に
向けて転動するように配置されていることを特徴とする遊技機の盤面部品。
【請求項２】
　前記中空回転部材は、樽形、鼓形、筒形、或いは錐形であることを特徴とする請求項１
に記載の遊技機の盤面部品。
【請求項３】
　前記中空回転部材の軸方向端面に遊技球の導入、及び排出用の入出球穴を設けたことを
特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機の盤面部品。
【請求項４】
　前記中空回転部材の内壁に、前記入出球穴から内部に入球した遊技球を攪拌するための
リブ、或いは突起を設けたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の遊技機
の盤面部品。
【請求項５】
　前記中空回転部材の内壁には、前記入出球穴に向けて陥没する凹所が設けられているこ
とを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の遊技機の盤面部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センター役物に設けたステージ上に配置した中空回転部材を回転動作させる
ことによって遊技進行上特徴的な演出効果を発揮させることができるようにした遊技機に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機等の遊技球を使用した遊技機においては、遊技盤の盤面に入賞口、風車
、センター役物、画像表示装置、電飾装置等の各種盤面部品を設けて遊技内容の多様性を
図り、遊技の進行中における入賞、その他の状況変化を契機として可動盤面部品を種々動
作させることにより演出効果を高めている。
　例えば、遊技盤面に設けられた始動入賞口に遊技球が入賞すると、遊技盤中の画像表示
装置に表示される図柄が変動を開始し、所定時間経過後に停止した図柄が予め定めた大当
たり図柄となった場合に大当たり状態となり、遊技者が大量の出球を獲得できるようにな
っている。
　また、始動入賞口への入賞パターンに変化をもたらして興趣を高めるために、始動入賞
口の直上位置に設けたステージ上において遊技球を滞留、揺動させてから下方へ流下させ
る構成を備えた遊技機が種々知られている。
　更に、ステージ上に流入した遊技球の動作に変化を付与して始動入賞口への入賞パター
ン、外れパターンを多様化するために、特許文献１には、ステージに設けた凹部内に横軸
線回りに回転する横長の回転体を配置し、回転体の表面に形成した溝状の横経路に沿って
遊技球を移動させて複数の放出経路から放出するようにした遊技機が開示されている。



(3) JP 2010-35717 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

　しかし、この装置構成では、回転体上の横経路内に沿って軸方向へ移動する遊技球の動
作は比較的単純となるため、始動入賞口への入賞パターンも単純化し、飽きられやすい傾
向にある。
【０００３】
　次に、特許文献２には、ステージに設けた凹部内に横軸線回りに往復回動（揺動）する
往復回動部材を配置し、往復回動部材の外面に軸方向位置及び周方向位置を異ならせて複
数の凹部（受容部）を設け、一つの凹部内に遊技球が入るとその自重によって往復回動部
材が所要角度回動して該凹部から遊技球が排出されるようにした遊技機が開示されている
。
　しかし、遊技球が入った凹部から排出される単純な動作に過ぎないため、遊技球の排出
経路のパターンが単純で予測し易くなり、意外性に乏しく、飽きられやすい傾向にある。
　また、特許文献３、４にはステージ内に、横軸によって前後方向へ回転自在に軸支され
た回転役物を設け、この回転役物に装備した磁石によって遊技球を吸着してから下方へ放
出したり、遊技球をステージに戻すようにした遊技機が開示されている。
　ところで遊技者の最大の関心は、画像表示装置が変動して停止した結果が大当たりとな
るか否かにあるので、画像表示装置の図柄変動開始の契機となる始動入賞口に遊技球が入
球するか否かは、遊技者の興味を大いに引くところである。
　しかし、いずれの特許文献にあっても、回転役物にて吸着または振り分けられた遊技球
の挙動の変化が乏しく、容易に予測出来てしまうので、遊技者の興趣を高めるものとはな
らず、すぐに飽きられやすい傾向にあった。
【特許文献１】特開２００４－９７８００公報
【特許文献２】特開２００４－２４８９３３公報
【特許文献３】特開２００５－８０６７４公報
【特許文献４】特開２００５－１６０６３７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、遊技盤面に設けられるステージ上に前後方向へ回転する回転部材を設け、回転部
材の外周面に設けた溝や凹部、或いは磁石により遊技球の移動方向に変化を持たせること
により興趣を高めるようにした遊技機が提案されているが、いずれも遊技球の動作、移動
経路の変化パターンが単純で予測し易いため、飽きられやすかった。
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、センター役物に設けたステージ上に配置し
た回転部材を回転動作させることにより遊技球の放出経路を変化させる際に、遊技球の排
出位置を予測困難性化することにより、遊技進行上特徴的な演出効果を発揮させるように
した遊技機の盤面部品を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る遊技機の盤面部品は、遊技盤面の略中
央に配置された画像表示装置と、前記画像表示装置の外周に沿って配置され、遊技球が転
動可能なステージを下部に有するセンター役物と、該ステージ下方の遊技盤面上に配置さ
れ入賞を条件に前記画像表示装置による変動表示を開始させる契機となる始動入賞口と、
を備えた遊技機において、前記ステージは、前記センター役物内に進入してきた遊技球を
受ける奥ステージと、該奥ステージの前方下方に配置された手前ステージと、を備え、前
記奥ステージと前記手前ステージとの中間位置には、前記ステージの左右方向へ延びる回
転軸を中心として一方向、又は正逆両方向へ回転自在に支持された中空回転部材が配置さ
れ、該中空回転部材の外壁には遊技球の導入、及び排出用の入出球穴が複数形成され、前
記入出球穴の少なくとも一つは、該入出球穴から排出した遊技球が前記始動入賞口に向け
て転動するように配置されていることを特徴とする。
　ステージ上に落下した遊技球が手前側に転動して始動入賞口に入球することにより遊技
者に有利な状況が出現するが、ステージ上からの遊技球の移動方向を予測不能、或いは予
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測困難とすることにより興趣を高めることができる。つまり、中空回転部材による遊技球
の振り分けの結果が遊技の結果に影響を及ぼすものである。本発明では、奥ステージ上の
遊技球を中空内部に導いて攪拌することにより遊技球の排出位置をランダム化することが
できる中空回転部材を装備している。特に、中空回転部材の外壁に軸方向位置を異ならせ
た入出球穴を複数設けて、入球位置と排出位置との対応関係を多様にばらつかせるように
している。
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１において、前記中空回転部材は、樽形、鼓形、筒形、或い
は錐形であることを特徴とする。
　中空回転部材は、内部に導入した一つ又は複数個の遊技球を内部で転動させたり弾ませ
ることにより、軸方向移動させることができる構成であれば、どのようなものであっても
よい。
　請求項３の発明は、請求項１又は２において、前記中空回転部材の軸方向端面に遊技球
の導入、及び排出用の入出球穴を設けたことを特徴とする。
　中空回転部材の外周面のみならず、軸方向端面にも入出球穴を設けることにより入球位
置、排出位置に多様性をもたせることができる。
　請求項４の発明は、請求項１乃至３の何れか一項において、前記中空回転部材の内壁に
、前記入出球穴から内部に入球した遊技球を攪拌するためのリブ、或いは突起を設けたこ
とを特徴とする。
　中空回転部材の内面が平坦面である場合には、遊技球の挙動が安定し、入球位置と排出
位置との関係が特定化する虞がある。そのような不具合を解消するには、内壁に遊技球の
動作を種々変化させるためのリブ、突起を設けて攪拌し、多様な方向に転動、ジャンプさ
せることが有効である。
　請求項５の発明は、請求項１乃至４の何れか一項において、前記中空回転部材の内壁に
は、前記入出球穴に向けて陥没する凹所が設けられていることを特徴とする。
　中空回転部材の内部において転動する遊技球を確実に入出球穴に導いて外部に排出する
ことが可能となる。
【発明の効果】
【０００７】
　以上のように本発明によれば、センター役物に設けたステージ上に配置した中空回転部
材内に遊技球を導いて攪拌し、軸方向位置の異なる他の入出球穴から排出させ得るように
構成したので、遊技球の排出経路を多様に変化させて遊技球の排出位置が容易に予測され
てしまう事態の発生を防止でき、遊技球の挙動に対する遊技者の興趣を高めることができ
るので、遊技進行上特徴的な演出効果を発揮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　図１は本発明に係る盤面部品を備えたパチンコ遊技機の遊技盤の一例を示す正面図であ
り、図２は遊技盤の斜視図であり、図３はセンター役物を除去した本発明の盤面部品の概
略構成を示す正面図であり、図４（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る盤面部品
に装備される中空回転部材の構成を示す正面図、及び斜視図であり、図５は中空回転部材
の駆動機構の説明図である。
　図１、図２に示すパチンコ遊技機１は、図示しない矩形形状の枠の窓孔に対して裏側か
ら装着される遊技盤２を備えている。
　遊技盤２には、遊技領域の外周縁に沿って前方に突出されたガイドレールが設けられて
いる。ガイドレールは発射装置から発射された遊技球を遊技領域の上部に案内したり、ア
ウト球を回収するアウト口１３に案内したりする外レールＲ１及び内レールＲ２により構
成される。
　遊技盤２の前面側には、図示しないガラス枠が開閉可能に取り付けられている。また遊
技盤２の下部には遊技球を貯留する図示しない受け皿部と、受け皿部内の遊技球を発射す
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る図示しない発射レバー等が設けられている。また、受け皿部の上部には、例えば遊技演
出用のチャンスボタンや十字キーなどの操作部や、遊技球の購入ボタンや購入取り消しボ
タンなどが設けられている。
【０００９】
　遊技盤２の略中央に設けた開口部内には略環状のセンター役物３が配置され、センター
役物３の内部開口内には画像表示装置５が配置されている。画像表示装置５は、例えば、
液晶表示装置等の液晶表示パネルによって構成され、通常動作状態の時は図示しない特別
図柄画像が表示される。また、所謂リーチ状態や特別遊技状態の時はそれぞれの遊技状態
であることを示す演出画像等が表示される。
　センター役物３の下縁部であって始動入賞口の直上位置にはステージ３０が配置されて
いる。センター役物３の左側には、ワープ入口１４ａ及びワープ出口１４ｂを備えたワー
プ通路１４が設けられ、遊技盤面を流下する遊技球がワープ入口１４ａに入るとワープ出
口１４ｂを経てステージ３０上に排出される。ステージ３０の上面は遊技球が転動可能に
構成されている。
　ステージ３０の直下位置に相当する盤面上には、画像表示装置５の特別図柄を可変表示
させるための可変入賞装置６が設けられている。ステージ３０から遊技球を遊技領域内に
落下させることで、可変入賞装置６に入球し易くしたり、入球しそうな状態を頻繁に作り
出すことができる。
【００１０】
　また、画像表示装置５の左側には、遊技盤２の右下部に配置された普通図柄表示装置１
０に表示される普通図柄を作動させるためのゲート１１が設けられている。
　さらに、可変入賞装置６の下方には、特別遊技状態の一つである大当り状態のときに開
成状態になる開閉扉を有する大入賞口７が設けられている。
　可変入賞装置６は、画像表示装置５を可変表示させるための上始動ポケット（始動入賞
口）６ａと、左右一対の開閉爪（可動片）を有する電動式チューリップ６ｂとを備えてい
る。
　また遊技盤２には、普通入賞口８が設けられていると共に、風車９や多数の遊技釘１２
が突設されている。遊技釘１２は、遊技球の落下速度を遅くすると共に、落下方向を複雑
に変化させて遊技進行上の興趣を高めている。
　普通図柄表示装置１０に表示される普通図柄は、１個または複数個の図柄を変動表示可
能であり、普通図柄始動口としてのゲート１１が遊技球を検出することを条件に、その図
柄が乱数制御等により所定時間可変して停止するようになっている。
【００１１】
　普通図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄、その他の適宜
の遊技図柄が使用される。そして、ゲート１１を遊技球が通過したことを条件に乱数制御
により普通図柄が所定態様となった場合に、可変入賞装置６に設けられた電動式チューリ
ップから成る可動片を所定時間、開成動作するように構成されている。
　画像表示装置５に表示される特別図柄は、停止図柄が予め定められた図柄の組合せ、例
えば同一図柄の組合せとなった場合に大当り状態となるように構成されている。また特別
図柄は、可変入賞装置６の上始動ポケット６ａ、又は電動式チューリップ６ｂの開成動作
により遊技球が誘導される下始動口（図示していない）への遊技球の入賞を検出すること
を条件に乱数制御等により表示がスクロールする等、所定の変動パターンで所定時間変動
（可変）して図柄で停止するようになっている。その際、有効ライン上に２個の停止図柄
が同一となった場合に、リーチ状態が発生し、このリーチ状態において、有効ライン上の
最後の停止図柄が既に停止している２個の図柄と同一となった場合に大当り状態が発生す
る。なお、特別図柄としては、数字図柄、アルファベット図柄、キャラクター図柄等が使
用可能である。
【００１２】
　図２、図４等の斜視図から明らかなようにステージ３０は、ワープ通路１４を経てセン
ター役物３内に進入してきた遊技球を受ける奥ステージ３１と、奥ステージの前方下方に
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段差状に配置された手前ステージ３２と、を備えている。更に、奥ステージ３１と手前ス
テージ３２との中間位置には、ステージの左右方向へ延びる横軸４１を回転中心として前
方向Ｆ、又は後方向Ｒ、或いは前後両方向へ回転自在に支持（軸支）された中空回転部材
４０を配置し、中空回転部材４０の外壁４２には遊技球の導入、及び排出用の入出球穴４
３が複数形成されている。入出球穴４３の少なくとも一つは、該入出球穴から排出した遊
技球が始動入賞口に向けて転動するように配置されている。なお、外壁４２は、中空回転
部材４０を構成する略筒状の板材から成り、樹脂、金属等から構成する。
　本発明の特徴的な構成は、奥ステージ３１上から手前ステージ３２上に落下しようとす
る遊技球を自転する中空回転部材４０の外面と一旦当接させてその移動経路を変化させる
ばかりでなく、遊技球が入出球穴４３と整合する位置に達したときにこの入出球穴から中
空回転部材４０内部に進入してその内部で攪拌されることにより中空回転部材内で軸方向
へランダムに移動されるようにした点にある。その結果、遊技球は入球した入出球穴４３
とは異った軸方向位置にある他の入出球穴４３から手前ステージ３２側へ排出される率が
高くなり、排出位置を予測することが困難となる。
【００１３】
　横軸４１は、実在する軸部材である必要はなく、中空回転部材４０の外周面、或いは軸
方向端部内周面を図示しない軸受部材によって軸支することにより架空の横軸に沿って前
後方向（Ｆ方向、又はＲ方向）へ回転するように構成した場合を広く含むものである。
　中空回転部材４０を奥ステージ３１と手前ステージ３２の中間位置に設けた凹所３０Ａ
内に配置すると共に、奥ステージ３１上で遊動してから前方へ移動してくる遊技球が中空
回転部材４０の上部に位置する入出球穴に入球し易くなるように奥ステージ３１との位置
関係を適切に設定する。また、中空回転部材４０内部の遊技球が下側に回転移動してきた
入出球穴４３から外部に排出される際に手前ステージ３２上に移動し易いように手前ステ
ージ３２との位置関係を適切に設定する。
　奥ステージ３１の上面は前方から見て中央部が上方に膨出した円弧状をなすように構成
するが、中央部と左右両端部には手前側に向けて遊技球が転動し易いように窪み、又は溝
３１ａを設ける。中空回転部材４０に設ける入出球穴４３はこれらの窪み、又は溝３１ａ
と対応した位置に設けるのが好ましい。
【００１４】
　手前ステージ３２の上面は前方から見て全体的に円弧状に下向きに凹んでいるが、中空
回転部材４０の入出球穴４３から排出されてきた遊技球が盤面側に転動、落下し易いよう
に各入出球穴に対応する位置、少なくとも中央部に窪み、又は溝３２ａを設ける。
　中空回転部材４０の外壁４２の外観形状としては、図示のように軸方向中央部が膨出し
た樽形の他に、中央部が凹んだ鼓形、寸胴状の筒形（円筒、多角筒等）等のドラム形状や
、軸方向一端部の外径が他端の外径よりも小さい錐形（円錐、多角錐等）を例示すること
ができる。或いは、球状体、立方体であってもよい。或いは、異なった形状の中空体を軸
方向につなぎ合わせた構成であってもよい。要するに、前後方向に回転することにより入
出球穴４３から中空内部に遊技球を導入し、導入した後でランダムな方向へ排出し得るよ
うにした構成であればよい。
　中空回転部材４０を鼓形状とすることにより、軸方向中央部に位置する入出球穴４３か
ら入球した遊技球を、中空回転部材の回転中に軸方向へ分散させることが容易となる。
　中空回転部材４０を多角筒形状とすることにより、その内壁に沿って転動する遊技球の
動作を多様に変化させることが可能となる。
【００１５】
　外壁４２は、少なくともその一部を透明、或いは半透明材料（有色透明材料）から構成
して内部の遊技球を視認できるように構成する。或いは、外壁４２をメッシュ材料、或い
は多数の小穴、スリットが形成されたパンチング材料から構成して内部を視認可能として
もよい。或いは、中空回転部材の側面側や背面側に電飾基板を配置し、適宜　発光させる
ことにより中空回転部材内の遊技球の転動を確認しやすくしてもよい。
　入出球穴４３の形状、個数、配置箇所に制限はないが、少なくとも一個又は複数個の遊
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技球が入球し易く、排出され易い開口サイズを有することが必要であり、開口形状につい
ては円形、長円形、楕円形、長方形、正方形等、任意の形状を選択可能である。同じ軸方
向位置の周方向に沿って所定のピッチにて複数個の入出球穴４３を配置することにより、
中空回転部材内部への入球率を高めることができる。また、軸方向位置を異ならせた複数
箇所に入出球穴４３を配置することにより、入球位置と排出位置が異なった軸方向位置と
なり、遊技球の排出位置の意外性、不定期性を得ることが可能となる。
　また、個々の入出球穴４３の開口サイズ、形状を一致させる必要はなく、特定の入出球
穴４３だけを入球、或いは排出球し易いように寸法、形状設定してもよい。
　なお、入出球穴４３は外壁４２のみならず、中空回転部材４０の軸方向端面に配置する
ことにより、外壁に設けた入出球穴から入球した遊技球が軸方向端面側から排出されるよ
うにして更に排出方向に多様性をもたしても構成してもよい。或いは、軸方向端面に設け
る入出球穴から遊技球が入球可能に構成してもよい。或いは、外壁４２と軸方向端面との
境界線（角部）に沿って入出球穴を設けても良い。
【００１６】
　次に、図４、及び図５に基づいて中空回転部材の駆動機構の構成例について説明する。
　駆動機構５０は、実在する横軸４１、或いは図示しない軸受部材によって、中空回転部
材４０を前後方向Ｆ、Ｒへ回転自在に軸支されると共に、モータ５５によって前方向Ｆ、
或いは／及び、後方向Ｒへ回転駆動されるように構成されている。本例では、モータ５５
の出力軸５１ａに設けた駆動ギヤ５２を中空回転部材４０の端部外周に設けた従動ギヤ５
３と噛合させることにより中空回転部材４０に対して駆動力を伝達するように構成してい
る。回転方向は、前方向Ｆとしてもよいし、後方向Ｒとしてもよいし、正逆両方向へ切替
え自在としてもよい。或いは、図示しない軸方向移動機構を用いて中空回転部材４０をそ
の軸方向へ揺動させたり、軸方向へ進退、振動させるように構成してもよい。
　中空回転部材４０の回転速度は通常の遊技状態においては一定速度（例えば、毎分３～
６回転）であることが好ましいが、駆動制御手段５５によるモータ制御により遊技の進行
状況に応じて速度を変化（増速、減速）させたり、間欠駆動させるようにしてもよい。
【００１７】
　次に、中空回転部材４０が樽形状であると、入出球穴４３から導入された遊技球が中空
回転部材の回転に伴って軸方向中央部に集中して常に中央部の入出球穴から排出されて上
始動ポケット６ａに直行する虞があるため、図６（ａ）の断面図に示すように、中空回転
部材の内壁に入出球穴から入った遊技球Ｂを軸方向に分散させるためのリブ（仕切部材）
６０を設けることが好ましい。
　リブ６０は、特定の入出球穴から中空回転部材４０内に入った遊技球Ｂを軸方向位置が
異なる他の入出球穴から排出され易いようにするために、図６（ａ）に示すように各入出
球穴４３の周方向への移動経路を塞ぐように設けると共に、軸方向への移動経路を開放し
ておく。このように構成すれば、中空回転部材４０の回転による遠心力によって内壁に沿
って転動する遊技球はリブ６０によって軸方向へ移動するように促進されることとなる。
特に、リブ６０の内壁６０ａを図示のように鈍角状に構成したり曲面状に構成することに
より、リブ６０の内壁に突き当たった遊技球を軸方向へ移動させることが容易となる。ま
た、リブ６０の突出方向は、内壁に対して略直交する方向である必要はなく、任意の斜め
方向に突出させてもよい。また、リブの長さ、形状、配置の粗密を種々異ならせることに
より、遊技球をガイドする方向に変化をもたせて排出位置をばらつかせることができる。
【００１８】
　なお、図６（ｂ）の要部Ａ－Ａ断面図に示すように入出球穴４３を設けた内壁面に、入
出球穴４３へ向けて落ち込む曲面状、或いはテーパー面状の凹面４４を設けることにより
、中空回転部材４０の回転時の遠心力によって内壁に沿って転動する遊技球Ｂを安定して
入出球穴４３内に導くことができる。即ち、入出球穴４３が手前側下方に移動してきて手
前ステージ３２の上面に遊技球を排出可能な位置に達した際に、凹面４４が存在すること
により凹面４４と接する位置にある遊技球Ｂは遠心力により確実に当該入出球穴内に導か
れて手前ステージ３２上に排出される。
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　このため、中空回転部材内に入球した遊技球を確実に外部に排出することが可能となる
。
　或いは、図６（ｃ）に示すように中空回転部材４０の内壁面上に長さの異なる複数の突
起６１を規則的、或いは不規則的に配置することにより、中空回転部材の回転に伴って入
球した遊技球が突起６１に突き当たってランダムに弾んで種々の方向に移動してから入出
球穴から排出されるように構成してもよい。突起６１の突出方向は、内壁に対して略直交
する方向である必要はなく、任意の斜め方向に突出させてもよい。突起の長さ、配置の粗
密を種々異ならせることにより、遊技球の弾む方向に変化をもたせて排出位置をばらつか
せることができる。
　更に、中空回転部材４０の外壁４２の外面にリブ、突起を設けて奥ステージ３１上から
中空回転部材４０上に移動してくる遊技球を入出球穴４３に入球し易くしたり、或いは軸
方向に分散させるようにしてもよい。
【００１９】
　次に、図７は、遊技盤２の背面側に取り付けられた遊技機１の制御機構を示すブロック
図である。遊技盤２の背面側には、遊技機１の主たる動作を制御する主制御基板１００、
と主制御基板１００から出力される信号やコマンドに基づいて各部を制御するサブ制御基
板と、が設けられている。図示した構成例の場合、サブ制御基板は、払出制御基板１２０
、演出制御基板１３０、画像制御基板１４０、ランプ制御基板１５０等で構成されている
。
　主制御基板１００は、ＣＰＵ１０１とＲＯＭ１０２とＲＡＭ１０３とを備えている。こ
の主制御基板１００には、始動入賞口６ａ及び電動チューリップ６ｂに入球したことを検
出する始動入賞口スイッチ１１０、電動チューリップ６ｂを開閉させる始動入賞口ソレノ
イド１１１、遊技球がゲート１１を通過したことを検知するゲートスイッチ１１２、大入
賞口７に入球したことを検知する大入賞口スイッチ１１３、大入賞口７の開閉扉を開閉さ
せる大入賞口ソレノイド１１４、および、普通入賞口８に入球したことを検知する普通入
賞口スイッチ１１５が接続されている。
【００２０】
　主制御基板１００は、始動口スイッチ１１０、大入賞口スイッチ１１３、及び普通入賞
口スイッチ１１５のそれぞれに入球したことを検知した場合、払出制御基板１２０に対し
て払出司令信号を送出する。払出制御基板１２０は、ＣＰＵ１２１とＲＯＭ１２２とＲＡ
Ｍ１２３とを備え、遊技盤２の背面側に設けられた払出駆動モータ１２４を制御するよう
に構成されており、主制御基板１００から払出指令信号を入力すると、入球した入賞口に
応じて所定球数の払い出しを行う。
　また主制御基板１００は各々の抽選を行うように構成されており、例えば遊技球がゲー
ト１１を通過した場合、電動チューリップ９ｂを開閉するための抽選を行い、当りならば
始動入賞口ソレノイド１１１を所定時間、若しくは所定回数駆動させて電動チューリップ
を開放させる。また始動入賞口６ａや開放時の電動チューリップ６ｂに入球したことを検
知した場合には、大当り抽選が行われ、その大当り抽選結果に応じた演出を行わせるべく
、演出制御基板１３０に対して信号やコマンドを送出する。
【００２１】
　演出制御基板１３０は、ＣＰＵ１３１とＲＯＭ１３２とＲＡＭ１３３とを備えており、
画像制御基板１４０とランプ制御基板１５０のそれぞれを制御する。画像制御基板１４０
は、ＣＰＵ１４１とＲＯＭ１４２とＲＡＭ１４３とを備えており、演出制御基板１３０か
らの指示に基づいて画像表示装置においての変動表示を行うと共に、演出制御基板１３０
から指定された図柄でその変動表示を停止させる。
　このとき、例えば主制御基板１００における大当りの抽選結果が大当たりであれば、画
像表示装置における変動表示が所定の図柄で揃った状態で停止する。また画像制御基板１
４０は、スピーカ１４４から演出用の効果音を発生させるように構成されている。ランプ
制御部１５０は、ＣＰＵ１５１とＲＯＭ１５２とＲＡＭ１５３とを備えており、演出制御
基板１３０からの指示に基づいて各種ランプ１５４を点灯させるように構成されている。
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尚、このような各種制御基板における処理フローとしては、既に公知となっている処理フ
ローを採用することができる。
【００２２】
　また本実施形態では、図４に示すように主制御基板１００に対しモータ５５が接続され
ており、電源投入時以降、主制御基板１００が予め設定された駆動パターンに基づいてモ
ータを駆動するように構成されている。この駆動パターンとしては、毎分３～６回転程度
の定速駆動、その他、遊技の進行状況に応じた変則的な駆動等々、任意の駆動パターンを
選定することができる。
　このように本発明の盤面部品にあっては、奥ステージから中空回転部材４０に設けた何
れかの入出球穴に入球した遊技球がどの入出球穴からも排出できるように構成されている
。しかも、中空回転部材内部では、遊技球の移動方向を制限したり、一定方向へ導いたり
するためのリブ、突起が設けられているので、入球した入出球穴と排出する入出球穴との
関係が一定とはならず、遊技者にとって有利となったり不利となる状況がランダムに出現
する。従って、中空回転部材内部に遊技球が入った場合には遊技者にとって排出位置、排
出タイミングを予測することが困難となり、大きな興趣が得られる。
【００２３】
　中空回転部材は、内部に導入した一つ又は複数個の遊技球を内部で転動させたり弾ませ
ることにより、軸方向移動させることができる構成であれば、どのようなものであっても
よい。
　中空回転部材の外周面のみならず、軸方向端面にも入出球穴を設けることにより入球位
置、排出位置に多様性をもたせることができる。
　中空回転部材の内面が平坦面である場合には、遊技球の挙動が安定し、入球位置と排出
位置との関係が特定化する虞がある。そのような不具合を解消するには、内壁に遊技球の
動作を種々変化させるためのリブ、突起を設けることが有効である。
　入出球穴の周縁に相当する内壁に凹面を設けることにより、中空回転部材の内部におい
て転動する遊技球を確実に入出球穴に導いて外部に排出することが可能となる。
　上記の如き構成を備えた盤面部品は、パチンコ遊技機のみならず、遊技球を使用した他
の遊技機一般にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る盤面部品を備えたパチンコ遊技機の遊技盤の一例を示す正面図であ
る。
【図２】遊技盤の斜視図である。
【図３】センター役物を除去した本発明の盤面部品の概略構成を示す正面図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る盤面部品に装備される中空回転部
材の構成を示す正面図、及び斜視図である。
【図５】中空回転部材の駆動機構の説明図である。
【図６】（ａ）（ｂ）及び（ｃ）は一実施形態に係る中空回転部材の内部構成を示す断面
図、そのＡ－Ａ断面図、及び他の実施形態に中空回転部材の内部構成を示す断面図である
。
【図７】遊技盤２の背面側に取り付けられた遊技機１の制御機構を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【００２５】
　１…パチンコ遊技機、２…遊技盤、３…センター役物、５…画像表示装置、６…可変入
賞装置、６ａ…上始動ポケット、６ｂ…電動式チューリップ、７…大入賞口、８…普通入
賞口、９…風車、１０…普通図柄表示装置、１１…ゲート、１２…遊技釘、１３…アウト
口、１４…ワープ通路、１４ａ…ワープ入口、１４ｂ…ワープ出口、３０…ステージ、３
１…奥ステージ、３１ａ…溝、３２…手前ステージ、３２ａ…溝、４０…中空回転部材、
４１…横軸、４２…外壁、４３…入出球穴、４４…凹面、５０…駆動機構、５１…モータ
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、５５ａ…出力軸、５２…駆動ギヤ、５２…従動ギヤ、５５…駆動制御手段、６０…リブ
、６０ａ…内壁、６１…突起、１００…主制御基板、１０１…ＣＰＵ、１０２…ＲＯＭ、
１０３…ＲＡＭ、１１０…始動入賞口スイッチ、１１１…始動入賞口ソレノイド、１１２
…ゲートスイッチ、１１３…大入賞口スイッチ、１１４…大入賞口ソレノイド、１１５…
普通入賞口スイッチ、１２０…払出制御基板、１２１…ＣＰＵ、１２２…ＲＯＭ、１２３
…ＲＡＭ、１２４…払出モータ、１３０…演出制御基板、１３１…ＣＰＵ、１３２…ＲＯ
Ｍ、１３３…ＲＡＭ、１４０…画像制御基板、１４１…ＣＰＵ、１４２…ＲＯＭ、１４３
…ＲＡＭ、１４４…スピーカ、１５０…ランプ制御基板、１５０…ランプ制御部、１５１
…ＣＰＵ、１５２…ＲＯＭ、１５３…ＲＡＭ、１５４…各種ランプ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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